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１．適用

この仕様書は、湯沢市千石町地内の千石大橋に設置されている消融雪施設の自家用電気工作

物の保安管理業務委託に適用する。

２．業務内容

(1) 定期点検（月次点検及び年次点検）

ａ 通常月（１１月～３月）

ｂ 休止月（４月～１０月）

（休止月における月次点検は行わないものとする。）

(2) 臨時点検

ａ 事故発生等の場合の点検等 必要の都度

ｂ 指示計器及び高圧機器の絶縁油の点検等 必要の都度

(3) 不良箇所改修の指導及び助言 必要の都度

(4) 事故発生時の応急措置の指導及び事故原因調査並びに再発防止

対策の指導 必要の都度

(5) 電気関係法令に定める電気事故報告書の作成及び手続きの指導 必要の都度

(6) 電気関係法令にもとづく立入検査の立会 必要の都度

３．保安管理対象設備

路 線 名：一般県道 雄勝湯沢線

箇 所 名：湯沢市千石町（千石大橋）

施 設 名：千石大橋 消融雪施設

需要設備１：千石大橋１号（跨線橋融雪東側） ３００ｋＶＡ

需要設備２：千石大橋２号（跨線橋融雪西側） ２００ｋＶＡ

４．業務履行期間

業務の履行期間は令和８年４月１日から令和９年３月３１日とし、契約をした日から履行

期間までの間は業務計画書の作成、関係機関への届け出などの準備期間とする。

５．契約について

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例による長期継続契約とする。

なお、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約にか

かる金額について減額または削除があった場合には、この契約を解除することができる。この

場合において、受注者は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。


